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諮問実施機関：和歌山県教育委員会 

諮  問  日：令和５年８月 22日（諮問（個）第５号） 

答  申  日：令和６年３月 14日（答申（個）第５号） 

 

答 申 書 

第１ 審議会の結論 

 

   和歌山県教育委員会（以下「実施機関」という。）が、本件審査請求の対象とな

った別紙に記載の保有個人情報開示請求（以下「本件開示請求」という。）につい

て行った非開示決定は妥当である。 

 

 

第２ 審査請求に至る経過 

 

１ 審査請求人は、和歌山県個人情報保護条例（平成 14年和歌山県条例第 66号。以

下「条例」という。）第 17 条第１項の規定に基づき、令和５年２月 17 日付けで本

件開示請求を行った。 

 

２ 実施機関は、本件開示請求に対し、開示請求に係る公文書が存在しているか否か

を答えること自体が、条例第 18 条第２号の非開示情報（開示請求者以外の個人に

関する情報）を開示することとなるため、条例第 21 条第２項に基づき、保有個人

情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する決定（以下「本件処分」という。）

を行い、令和５年３月 30日付け教支第 03220004号で審査請求人に通知した。 

 

３ 審査請求人は、令和５年４月３日付けで行政不服審査法（平成 26年法律第 68号）

第２条の規定により、本件処分を不服として、実施機関に対し審査請求を行った。 

 

 

第３ 審査請求の内容要旨 

 

 １ 審査請求の趣旨 

     調査したと公表していることであり、開示をするべきである。 

 

２ 審査請求の理由 

審査請求人が、審査請求書及び反論書によって、本件処分に関して主張する内容
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を要約すると、おおむね次のとおりである。 

(1) 書面は存在しており開示すべきである。 

 (2) 非開示情報ではなく、開示される書面である。 

 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

実施機関が非開示決定通知書及び審査請求に対する弁明書によって主張する内

容を要約すると、おおむね次のとおりである。 

(1)  本県の保有個人情報開示制度において、何人も、条例第 16条第１項の規定によ

り、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができ、同条第２項の

規定により、未成年者の法定代理人は、本人に代わって当該開示の請求をするこ

とができる。 

ただし、開示請求者以外の個人に関する情報は、条例第 18条第２号の規定に基

づく非開示情報であり、開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答

えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、条例第 20条

の規定により、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒

否することができる。 

そして、実施機関は、当該開示請求を拒否するときは、条例第 21条第２項の規

定により、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により

通知しなければならない。 

(2)  本件開示請求では、審査請求人の子に関する情報が求められているが、審査請

求人の子は本件開示請求日時点で未成年者ではなく、審査請求人は未成年者の法

定代理人ではないことから、審査請求人には子に関する情報の開示請求権はない。 

(3)  審査請求人に子に関する情報の開示請求権はなく、本件開示請求に係る保有個

人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報（請求者以外の個人に

関する情報）を開示することとなるため、実施機関は、本件開示請求を拒否する

こととし、条例第 21条第２項の規定により、本件処分を行った。 

 

 

第５ 審議会の判断 

 

   当審議会は、本件処分の当否につき審査した結果、次のとおり判断する。 

 

１ 本件開示請求について 

  本件開示請求の内容は別紙のとおりであり、審査請求人の子に関する県の調査の

存在を前提とした保有個人情報の開示が求められている。 
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２ 請求された保有個人情報の存否に関する情報について 

    (1)  条例第 20条について 

条例第 20 条は、「開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在

しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実

施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否

することができる。」と規定している。 

    (2)  条例第 20条の解釈について 

この規定は、例えば、開示請求者以外の個人に関する情報（非開示情報）の存

在を前提とした保有個人情報の開示請求があった場合、非開示決定を行うだけ

で、その前提となる非開示情報の存在が明らかにされることとなるなど、開示

請求された保有個人情報の存否について回答すれば、非開示情報を開示するこ

とになる場合に適用されるものであると解される。 

また、この規定は、開示請求に係る保有個人情報に含まれる情報が非開示情

報に該当する場合に、応答することによって生じる支障を回避しようとするた

めのものであり、当該情報が存在しても、存在しなくても適用すべきものであ

る。 

これらのことから、存否応答拒否を行うには、①開示請求に係る保有個人情

報に含まれる情報が非開示情報に該当すること、及び②開示請求された保有個

人情報が存在しているか否かを答えることによって、非開示情報を開示するの

と同様の状況が生じることの２つの要件を備えていることが必要であると解さ

れる。 

   

３ 本件処分の妥当性について 

(1)  本件処分の妥当性の考え方 

実施機関は、本件開示請求については、開示請求された保有個人情報の存否

を答えること自体が条例第 18 条第２号の非開示情報を開示することとなるか

ら、条例第 20条に該当するとして非開示決定を行っている。そこで、本件開示

請求に係る情報について、前記２(2)①②の２要件の該当性を検討する。 

(2)  要件①の該当性について 

本件開示請求では、審査請求人の子に関する県の調査の存在を前提とした保

有個人情報の開示が求められており、開示請求に係る保有個人情報に含まれる

情報（審査請求人の子に関する県の調査の情報）が条例第 18条第２号の非開示

情報（開示請求者以外の個人に関する情報）に該当することは明らかである。   

なお、審査請求人の子は本件開示請求日時点で未成年者ではなく、審査請求

人には、審査請求人の子に関する情報の開示請求権はないため、審査請求人の
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子の情報であっても非開示情報になる。 

(3)  要件②の該当性について 

本件開示請求に対して、開示請求された保有個人情報があるという開示決定

を行えば、審査請求人の子に関する県の調査が存在することを答えることにな

り、また開示請求された保有個人情報がないという非開示決定を行えば、審査

請求人の子に関する県の調査は存在しないと答えることになる。いずれにして

も開示請求者以外の個人に関する情報（審査請求人の子に関する県の調査の情

報）の存在の有無を答える結果となり、非開示情報を開示することと同様の結

果が生じることになる。 

(4)  本件処分の妥当性の判断について 

以上から、実施機関が条例第 20条を適用して行った本件処分は妥当である。 

 

４ 結論 

以上の理由により、当審議会は、冒頭「第 1 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

第６ 答申に至る経過 

 

年月日 審査の経過 

令和５年８月 22日 〇諮問（実施機関） 

令和５年９月 27日 〇審議 

令和５年 10月 11日 〇実施機関からの説明書面を受理 

令和５年 12月 19日 〇審議 

令和６年２月 16日 〇審議 

 

（調査審議を行った委員の氏名） 

和歌山県情報公開・個人情報保護審議会第１部会 

  石倉誠也、早坂豊司、藤田隼輝、森下順子 
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別紙 

 

本件開示請求の内容 

請求日 請求内容 

令和５年２月 17日 子供が学校に行けず不登校となっており、調査と決裁を

放置し続けていたことに関する書面 

 


